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なりすまし団体「日教組香川三観地区教職員組合」等にご注意くださいなりすまし団体「日教組香川三観地区教職員組合」等にご注意ください

　日教組香川は、なりすまし団体「日教組香川三観地区教職員組合　執行委員長　片山元久」らに対して、

「日教組香川」の名称不使用の裁判を起こしました。まず、一昨年１１月２１日、高松地裁で、なりすまし

団体に対して「日教組香川」を含む名称を使ってはならないと判決がでました。その後、なりすまし団体は、

高松高裁に控訴しましたが、昨年４月２８日に控訴は棄却されました。さらに、なりすまし団体は最高裁に

上告しましたが、昨年１０月１７日に上告は棄却され、裁判結果は確定しました。

　なりすまし団体は、法的に「日教組香川」の名称を使用できません。

「日教組香川三観地区教職員組合」は、日教組、日教組香川とは全く関係のない団体です。ご注意ください。

　また、「日教組香川三観地区教職員組合 高橋敦」も、全く日教組、日教組香川とは関係ありません。そし

て、日教組香川の組合員でもありません。ご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称不使用裁判確定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称不使用裁判確定
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　７月２０日に投開票された第２７回参議院議員選挙

において、日教組香川、日教組が推薦した「みずおか

俊一」さんが比例代表（立憲民主党）で、見事再選を

果たしました。また、日教組推薦の北海道選挙区の勝

部けんじさん、三重選挙区の小島ともこさんも当選さ
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定数増』『給特法の廃止・抜本的見直し』には国会で
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（写真）当選したみずおか俊一さん（左）と古賀ちかげ参議院議員（写真）当選したみずおか俊一さん（左）と古賀ちかげ参議院議員

日教組香川教育研究会 （県教研） ２０２５
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　８月７日、人事院は、官民給与の比較方法の見直しを行った上で、月例給３．６２％（１５，０１４円）の引上

げと一時金の支給月数の０．０５月分引上げ等の給与に関する勧告・報告、ならびに公務員人事管理に関する報告

を行いました。
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を行いました。

　公務員連絡会は代表者会議で、声明を確認するとと

もに、国家公務員制度担当大臣及び厚生労働大臣に対

して、本年の給与改定勧告について、勧告通り実施す

る閣議決定を行い、所要の法案を国会に提出すること

等を求める要求書を提出することとしました。また、

連合においても２０２５人事院勧告について、事務局

長談話発出しました。

　なお、日教組香川は、１０月に予定されている県人

事委員会勧告を受け、１１月の県教委交渉に臨み、教

職員の勤務条件改善に向けて取組を強化していきます。

そもそも「人事院勧告」って何？
　人事院とは、内閣から独立して置かれる国の行政機関です。

国家公務員の給与水準に関し、民間企業従業員の給与水準と

均衡させること（民間準拠）を基本に、例年８月頃に国会及

び内閣へ勧告を行っています。

　これを受けて、県の人事委員会が民間賃金動向等も含めて

総合的に勘案し、県職員（教職員も含む）の給与に関して議

会及び知事に勧告を行い、最終的にわたしたちの給与が議会

で決定されます。

　つまり、人事院勧告はわたしたちの給与決定における源流

とも言える重要な役割を果たしています。要求をこの場で訴

えることは、まさにわたしたちの生活に直結するのです。

おしえて
ナビ

県人事委勧告、県交渉で大幅アップを！



　１　上のようなプリントを作成



幹事団体として平尾県人事委員会委員長（右）
と手交する嶋村日教組香川執行委員長
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　６月６日、日教組香川は、自治労

香川、県職連合、高教組、香教組と

ともに五者共闘として、県人事委員

会に要求書を提出しました。

　日教組香川からは、嶋村執行委員

長が出席しました。

●「２０２５年度の給与改定にあた

っては、民間賃金実態を精確に把握

し、異常な物価高騰に見合うととも

に、地方公務員の生活を改善するた

め、全世代の賃金水準を大幅に引き

上げる勧告を行うこと。また、公民

比較の結果生じた較差を完全に解消

するとともに、中高齢層に厚い配分

となる内容とすること」

●「教員不足」を解消し、必要な人

員を確保できるよう、教員賃金を抜

本的に引き上げる勧告を行うこと」

●「学校現場において適正な時間管

理の確保が徹底されるよう、必要な

調査や検査等を行い、適切な対応を

するとともに、教育現場における教

職員の超過勤務実態について精確な

数字を報告すること」

等々３０項目の要求をしました。

　嶋村執行委員長からは、

「教育職員においては、上限ガイド

ラインの遵守がされ、さらに最終的

な目標である時間外労働０時間にむ

け、大幅な業務改善等がなされるよ

う教育委員会を指導すること。」

を特に要求しました。

　７月１日、日教組香川は、香川県

人事委員会（委員長　平尾敏彦）と

独自交渉を行いました。今回は、６

月６日に五者共闘で行った交渉を踏

まえ、重点６項目に絞って要求しま

した。 

　今年６月１１日に成立した「公立

の義務教育諸学校の教育職員の給与

等に関する特別措置法等の一部を改

正する法律」の付帯決議では「労働

基準監督機関の権限を行使する人事

委員会及び人事委員会を置かない場

合の地方公共団体の長は、教育委員

会が教育職員の業務量を適切に管理

し、健康と福祉の確保を図るよう、

その役割を十全に果たすこと。その

際、社会保険労務士や法律家など外

部の専門家の知見も活用し、教育職

員が働き方について相談できる体制

の構築に努めること。」と人事委員

会の役目が確認されました。

　そこで、学校現場に対しての労働

基準監督署機関の権限を持つ人事委

員会が、その役目を果たしていただ

くよう強く要望しつつ、さらに、教

職員の働き方改革、働きやすい職場

づくりをすすめるために、下記の要

求項目を報告・勧告に反映させるこ

とを求めました。
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　　給与等に関する特別措置法等の
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　　人事委員会はその役割を十全に

　　果たすこと。また、社会保険労

　　務士や法律家など外部の専門家

　　の知見も活用し、教育職員が働

　　き方について相談できる体制の

　　構築に努めること。

　２　「２０２０年１月１５日総務

　　省通知」の「２．勤務時間管理

　　について」にあるように、学校

　　現場において適正な勤務時間管

　　理の確保を徹底されるよう、必

　要な調査や検査を行い、教育職

　員の超過勤務時間を数値で報告　

　すること。

３　管理職員による、法令に基づ

　く厳格な勤務時間管理を徹底し、

　教育職員の常態化した長時間勤

　務を解消させる責務があること

　を報告すること。

４　学校現場で働くＬＧＢＴや障

　がいのある教育職員が働きやす

　くするための職場環境の改善な

　どをすすめるよう報告すること。

５　長期不妊治療休暇の日数に関

　しては、厚生労働省の「不妊治

　療を受けながら働き続けられる

　職場づくりマニュアル」にある

　ように生殖補助医療では、女性

　の通院が１２日必要なことから、

　当面、１２日に延長するよう報

　告すること。

６　ハラスメント対策として、十

　分に、任命権者が調査、対応で

　きない事案に関しては、苦情相

　談として、紛争解決に向け、人

　事委員会が積極的な役割を果た

　すこと。

７　職場復帰プログラムの運用に

　関しては、個々に応じた柔軟な

　対応を行うよう報告すること。

被爆80周年原水爆禁止世界大会・広島大会　 8．4－6＠広島

２０２５年度から「にじまちカフェ～縁（えん）」始まってま～す



　７月８日、香川県公務労協（議長
　大熊正樹(自治労)）は、人事院四
国事務局と、今年度の人事院勧告に
関して交渉を行いました。
〇２０２５年の給与改定勧告にあた
　っては、全世代の職員の月例給に
　ついて、十分な水準の引上げ勧告
　を行うこと。また、較差の配分に
　ついては、公務員連絡会と十分交
　渉・協議し、合意に基づいて作業
　を行うこと。
〇一時金については、精確な民間実
　態の把握と官民比較を行い、支給

　月数を引き上げるとともに、期末
　・勤勉の適正な配分を行うこと。
等々を要求しました。
　日教組香川からは嶋村執行委員長
が参加し、特に「６／１１に、『公
立の義務教育諸学校の教育職員の給
与等に関する特別措置法等の一部を
改正する法律』が成立した。その付
帯決議で、『労働基準監督機関の権
限を行使する人事委員会及び人事委
員会を置かない場合の地方公共団体
の長は、教育委員会が教育職員の業
務量を適切に管理し、健康と福祉の

確保を図るよう、その役割を十全に
果たすこと。その際、社会保険労務
士や法律家など外部の専門家の知見
も活用し、教育職員が働き方につい
て相談できる体制の構築に努めるこ
と。』と人事委員会の役目が確認さ
れた。各県への周知を行ってほしい｣
と要望しました。

　連日続く暑さ以上に、熱気で熱く
なった会場の全電通会館ホールには、
日教組はじめ自治労など４００人以
上が集まりました。今回の勧告にあ
たっては、特に月例給の引き上げが
大きな目標となっています。
　各団体の決意表明では、教員の人
数不足や育休がとりたくても取れな
い、取りにくいなどの日教組代表の
報告がありました。また、同じ公務

員として働くなかまの報告にも、今
置かれている厳しい現状を知ること
ができました。全水道からの報告に、
「技術の継承ができないまま少ない
人数でフル稼働している。水道はラ
イフラインなので２４時間３６５日
体制でなければならない。現場で働
いている者の使命感だけでなんとか
踏ん張っている。このままではいず
れ破綻する。」という学校現場にも

通ずる内容がありました。
　その後、連合の総合政策推進局か
ら２０２５春闘の成果と課題に関す
る講演がありました。初任給を引き
上げる一方、中高年層を抑制する傾
向があるので、すべての労働者の賃
上げはもちろんのこと、労働組合と
して今まで以上に生活向上をめざし
た取り組みが期待されるとのことで
した。(日教組香川書記長　沢地淳)

香川県公務労協とは
　香川県公務公共サービス労働組
合協議会の略称。県内の日教組、
自治労、全水道、全農林、四国国
税、全財務、林野労組、国交労組、
政労連が集まる協議体。議長は、
大熊正樹自治労県本部委員長

　７月３日、民主教育をすすめる香川
県民会議はじめ４団体は、県教委に
「香川の未来を担う子どもたちにふさ
わしい平和憲法を生かした教科書採択
を求める県民署名」を１１３９６筆提
出しました。また、「教科書採択の全
面「公開」を求める要請書」を提出し
ました。
　要請書の内容は以下の通りです。
１．令和６年３月の文科省通知「教科
　書採択における公正確保の徹底につ
　いて」に明記されているように、保
　護者や地域住民等に説明を果たすた
　めにも、教科書採択の公正な確保の
　ため、教科書採択審議会の傍聴がで

　きるようにすること。
２．日本国憲法の三原則に則り、立憲
　主義の立場に立った評価をすること。
３．教科書採択においては、教科書を
　使う教師の意見を尊重すること。
４．「教育勅語」を賛美し、日本国憲
　法９９条の憲法擁護義務の規定に反
　する考え方を持つ公益財団法人モラ
　ロジー道徳教育財団主催の研究会を
　後援しないこと。小学校、中学校の
　「道徳」部会を通して学校教育の中
　に、モラロジー道徳教育財団の考え
　を取り入れないこと。
５．教職員をモラロジー道徳教育財団
　主催の研修会などに公務で参加させ

　ないこと。
６．教科書展示会が、より多くの地域
　住民に触れられるように、土日の開
　放や図書館での展示をすること。

７．８人事院四国事務局交渉

　公務公共サービス労働者の処遇改善を
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７．２３公務員連絡会中央行動

 　労働組合として生活向上の取組を
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教科書採択の全面「公開」を求めて教科書採択の全面「公開」を求めて

　７月２３日、公務員連絡会２０２５人勧期７．２３中央決起集会が行わ
れました。各構成組織から現場実態や人勧期にむけての決意では、全世代
に対してのバランスの取れた配分についての課題が多くありました。人事
院との書記長クラス交渉の報告では、前進回答は残念ながらありませんで
したが、森永事務局長から勧告日にむけ交渉を進めていくと力強い決意が
ありました。日教組香川からは、沢地書記長が参加しました。

平和憲法を生かす香川県民の会の
大熊事務局長が要請書を提出

反戦・反核・平和を求めて
　　　　　　２０２５平和行動 in 沖縄　　　　　　６．２３-２４＠沖縄



 組合員が
　　　学んだ
　　　　 暑い夏

 組合
　　　
　　　

7.26－27＠磯部温泉ホテル磯部ガーデン

　愛知教育大学の風岡治さんから、講演「人材育成

とキャリア形成」があり、分科会では「学びを保障

する学校づくりと教育予算」「運動と組織の前進を

めざして」「職務確立にむけて」「高校と義務制で

ともに考える学校事務」「学校事務の未来を『そう

ぞう』する」で論議を深めました。

8.1＠日本教育会館

　今年は、テーマ「子どもたちに平和な未来を　～護ろう憲

法～」で開催されました。全体会では、白川優子さん（国境

なき医師団看護師）から演題「紛争地に生きる人々の声」が

ありました。分科会は「乳幼児から学童期」「中・高生」

「性と生・ジェンダー平等」「障害児の共生・共学」「女性

と労働」「環境・食の問題・健康の問題」「平和・母女運

動」がありました。

8.2＠日本教育会館

　全体会の講演は福田　和子（＃な

んでないの　プロジェクト代表）か

ら、「今こそ知りたい、人権とジェ

ンダー平等に基づく包括的教育とそ

の実践」と題してありました。分科

会は、「ジェンダー平等教育に必要

な視点」「労働教育とジェンダー」

「デートＤＶ予防教育の現状と課題｣

で論議を深めました。

2025「母と女性教職員の会」全国集会

第66次日教組全国学校事務研究集会

2025年度
「両性の自立と平等を
　　　めざす教育研究会」

part1

 組合員が
　　　学んだ
　　　　 暑い夏

合員が
学んだ
　 暑い夏

8.4-5＠日本教育会館

　全体会では、鍛治克哉さん（障害者自立生活センタ

ーメインストリーム協会スタッフ、インクルネット西

宮代表）から「地域で学ぶことは、地域で生きること

～人生を一本の幹に～」と題した講演がありました。

　その後、グループ討議やリポート発表での分散会が

ありました。

日教組第４回障害児教育研究集会の開催について

7.26-27＠ふくしま・磐梯熱海温泉　ホテル華の湯 

　シンポジウム「あの時子どもと先生はどう過ごしたか　～阪神・淡路

大震災と東日本大震災～」の後、４講座「養護実践について　～青年層

の意見交流～」「養護実践について　～保健室・別室登校の子どもたち

～」「子どもが安心できる学校環境について　～データ利活用やフッ素

洗口の問題・子どもをとりまく課題について～」「養護探究とこれから

の運動推進について」で論議を深めました。

第64回日教組養護教員部研究集会

part1part1

※10月号で8.2四国ブロック青年交流集会＠徳島と8.23四国ブロック母と女性教職員の会＠徳島等を報告します。



７．８人事院四国事務局交渉

　公務公共サービス労働者の処遇改善を

７．２３公務員連絡会中央行動

 　労働組合として生活向上の取組を

教科書採択の全面「公開」を求めて

　６月２３日と２４日、連合主催による「２０２５平

和行動in沖縄」が現地・沖縄で開催されました。連合

香川の派遣団として嶋村日教組香川委員長が参加しま

した。

【１日目】

　「連合２０２５平和オキナワ集会」は、「語り継ぐ

戦争の実相と運動の継続で恒久平和を実現しよう」を

テーマに開催され、第１部として　屋良朝博衆議院議

員から、「新たな安全保障を目指して！」の基調講演

がありました。

　ハードパワー（威圧、報復、武器、戦力）だけでな

く、ソフトパワー（文化、価値観の共有、外交）を組

み合わせた「スマートパワー」の概念を紹介し、中国

も取り込んだ地域の安全保障の構築は可能、との提言

がありました。

　第２部の「平和式典」では、地元挨拶として、仲宗

根哲連合沖縄会長から、「復帰から５３年が経過して

もなお、国土面積０．６％の沖縄に在日米軍専用施設

の７０％が集中しています。２０２４年度の統計では、

米兵による飲酒運転、ひき逃げヘリからの落下物など

７３件８０人が摘発され、うち８件は強奪や不同意性

交のなどの凶悪犯ですが、これらは女性の人権、尊厳

を、踏みにじる行為

であり、決して許さ

れるものではありま

せん」「県民の７割

が反対している辺野

古の新基地建設につ

いては、工事は強行

されており、たとえ

完成しても普天間基

地が返還される保証

はありません」

　そして、一部の国

会議員による史実を

無視した無責任な発言があったことを受け、「戦争の

辛い体験を勇気を持って語る方々への冒涜にほかなり

ません。私たちはあの戦争から何を学び、何を受け継

いでいくのか、今一度心に受け止め、今年のテーマで

ある語り継ぐ戦争の実相と運動の継続で、恒久平和を

実現しましょう」と参加者へ呼び掛けがありました。

【２日目】

　在日米軍基地の実情や南部戦跡を視察・学習する

「ピースフィールドワーク（現地視察学習）」が実施

されました。連合香川派遣団は、南部戦跡コースで、

「嘉数高台（中部戦跡、在日米海兵隊・普天間飛行

場）→旧海軍

司令部壕→ひ

めゆりの塔／

ひめゆり平和

祈念資料館→
平和祈念公園

／沖縄県平和

祈念資料館→
魂魄の塔」と

学習を行い、

沖縄戦の住民を根こそぎ動員しての戦闘体制や基地の

囲まれた中で生活する沖縄の現状を学びました。

　夕方からは、米軍基地の整理・縮小と日米地位協定

の抜本見直しを求めるデモ行進を行いました。

戦争につながる一切のものを拒絶しなければならない

　　　　　　　　　日教組香川執行委員長　嶋村太伸

　「基地のフェンス脇のバス停から、中高校生が乗り

降りしている光景。あまりにも身近にある米軍基地。

基地がある故に演習による事故、米兵による事件は後

を絶たない。人権が踏みにじられ、多くの犠牲を強い

られてきた現実。一切の軍事基地を撤去させるたたか

いは、けっして沖縄の人たちだけのものではないはず

だ。」

　今から３０年前、１９９５年１０月１０日発行の

「日教組香川第６０号」に、私が書いた文章です。私

は、普天間高校で４，０００人を越える人たちが集ま

った「米兵による少女暴行事件糾弾！沖縄県教組・高

教組・日教組１０．５総決起集会」に、日教組四国ブ

ロックを代表して参加していました。

　今回、平和行動ｉｎ沖縄で、３０年前と変わらぬ光

景を目の前にし、基地問題の早急な解決のために、沖

縄個別の問題とすることなく、国民運動としての展開

の重要性をあらためて感じま

した。

　くしくも、２５日の朝、ホ

テルで、ＮＨＫの連続テレビ

小説「あんぱん」を観ていま

した。敗戦後、嵩と再会した

のぶがこのように話をしてい

ました。

　「たかし、うち、教師やめ

たが。子どもらに、もう向き

合いになってしもた。うちは、

子どもらに、取り返しのつか

んことをしてしもたがや。あ

の子らを、戦争に仕向けてし

もうたがや、うちや。うちは、

反戦・反核・平和を求めて
　　　　　　２０２５平和行動 in 沖縄　　　　　　６．２３-２４＠沖縄

反戦・反核・平和を求めて
　　　　　　２０２５平和行動 in 沖縄　　　　　　６．２３-２４＠沖縄

ひめゆりの塔

屋良朝博衆議院議員の基調講演

デモ行進に出発する嶋村
日教組香川委員長（左）と
清水連合事務局長（元日
教組委員長）



6．6人事委員会五者交渉

 　適正な時間管理の確保を徹底

７．１人事委員会独自交渉

 　労働基準監督署機関の
　　　　　　　権限を果たすために

立ち止まらんかった。立ち止まって、考えるのか、怖

かったがよ。あの子らの自由な心を塗りつぶして。あ

の子らの大切な家族を死なせて。うち・・・」

　日教組の不滅のスローガンは「教え子を再び戦場に

送るな」です。のぶのような思いをした教師たちが作

ったのものですが、きな臭くなった今こそ、胸に刻ま

なければなりません。それは、集会での「沖縄からの

平和アピール」のように、歴史修正主義や過度の有事

論に惑わされることなく、平和の尊さを次世代に継承

し、正しく史実を語り継ぐ責任でもあります。

　最後に、沖縄戦三つの教訓の③に、自分自身の生き

方が問われていると感じました。

　『戦争につながる一切のものを拒絶しなければなら

ない』

　　　　　　　　　（日教組香川委員長　嶋村太伸）

　今年２０２５年は戦後、そして被爆80年という節目

の年となります。多くの被爆者が核兵器を使用した際

の惨状、被爆二世の方々が被爆の健康不安を訴え続け

てきた結果、世界では「核兵器禁止条約」に多くの国

が賛同しました。しかし、唯一の戦争被爆国である日

本は、本条約に批准しないどころか、各団体からのオ

ブザーバー参加の要請にすら応じていません。また、

政府は「核の傘」の下で、核兵器を心の底から憎んで

いる被爆者らの心情をふみにじるような政策をこれま

で打ち出してきています。

　さらに原子力発電についても積極的な活用に舵を切

り、「核と人類は共存できない」という東日本大震災

による東電福島第一原発事故等を見れば明らかである

にもかかわらず、誤った方向に日本はすすんでいます。

　そこで、改めて「脱原発」、「核兵器廃絶」、「核と人

類は共存できない」ことを共有し、国内外に発信して

いかなければなりません。また、原爆被爆者の平均年

齢は８５歳を超えており、若い世代への運動継承は喫

緊の課題です。日教組香川・日教組は「教え子を再び

戦場に送るな」のスローガンのもと、憲法改悪を許さ

ず、戦争ができる国づくりをさせないとりくみを強化

していきます。

　その一つとして原水禁広島大会に日教組香川組合員

が参加しました。

被爆80周年原水爆禁止世界大会・広島大会　 8．4－6＠広島被爆80周年原水爆禁止世界大会・広島大会　 8．4－6＠広島

２０２５年度から「にじまちカフェ～縁（えん）」始まってま～す２０２５年度から「にじまちカフェ～縁（えん）」始まってま～す
　香川県内で活動されているＬＧＢＴＱ＋

サポートグループの、プラウド香川さん、

えにしさん（小豆島)、そして三豊にじいろ研究会（三

豊市)、香川県隣保館連絡協議会の４団体が共催でＬＧ

ＢＴＱ＋カフェ「にじまちカフェ～縁（えん）」が始ま

っています。教職員も参加歓迎です。

　今回の趣旨は、「私たちのすぐ隣で多様性が認められ

る社会の実現を待っているたくさんのなかまがいます。

そして私たち隣保館は多様性が認められるまちづくりを

心から願っています。このカフェをスタートさせるまで

にもたくさんの当事者の皆さんと協議し思いを聞かせて

いただきました。この繋がったご縁を今度は、カフェを

利用してくださる方々につないでいけたらと思っており

ます。当事者の方々、ご家族が安心して相談できる居場所として、また、一人でも多くの理解者アライを増やすための

学びの場として、わいわいがやがやしながらみなさんと出会えたらと思っております｣とのことです。

　日教組香川は、この企画を応援します。ともに、多様性が認められる社会を実現させたいと思います。

　なお、開催日時・時間等の確認は、香川県隣協ＴＥＬ０８７７－２８－６５０１までよろしくお願いします。

日教組

応援
企画



・割算の指導

　割算には２つのタイプがあります。一つは等分除と

いわれる割算です。これは「15個のアメを５人で分け

ると１人あたりいくつになる」のかを求めるタイプの

割算問題で、名数式で表すと＜15個÷５人＝３個/人＞

となる問題です。もう一つは包含除といわれる割算で

す。こちらは「15個のアメを１人３個ずつ分けていく

と、何人の子に配れる」のかを求める割算問題で、名

数式で表すと＜＜15個÷５個/人＝３人＞となります。

　この２つの割算タイプはかけ算の逆演算構造になっ

ています。

　一般にはこれを「乗除の三用法」と呼んでいるので

すが、現行の教科書はこのかけ算と割算の関係（乗除

の三用法）についてしっかりと教えていません。この

乗除の三用法をかけわり図とかけ算ボード操作板に表

わした図が下記のものです。

＜かけ算＞

　チョコを１人３個ずつ５人の子に配ります。チョコ

は全部で何個いるのでしょう？

＜割算・等分除＞（１あたりを求める割算）

　チョコが15個あります。５人の子で平等に分けると

１人あたり何個ずつになる？

＜割算・包含除＞（いくつ分を求める割算）

　チョコが15個あります。１人３個ずつ配ると何人の

子に配れるでしょう？

　こう考えると、割算の指導とか

け算の指導は切り離すことはでき

ません。それどころか割算を教え

るときにはかけ算と対応させて教

える必要があるのです。

・かけ算ボードを使ってかけ算割

算の関係を掴ませよう！

＜かけ算操作＞

　１　上のようなプリントを作成　１　上のようなプリントを作成

　２　１あたりの数を図で書かせる

　３　５人の絵を描かせる

　４　タイル置き場のタイルを順次プリントの上に

　　３個ずつ移動させる。

　５　５人分移動させた後全部でいくつになったか

　　確認させる

　６　３個ずつ５人に配ると15個になる。3×5＝15

＜等分除＞15÷5＝3　　　　＜包含除＞15÷3＝5

・１人に１個ずつ配ると、　・３個ずつ配ると

　１人３個ずつ　　　　　　　５人に配れる。

※こんな風に操作を通して理解させるようにすると、

かけ算割算の関係がすっきりします。

“ 操作を軽んじる事なかれ”

石原清貴氏

石原清貴（元小学校教員）



２学期

どうにかスタート

できましたか

2025人事院勧告・報告

　月例給3.62％、15,014円
　　　　　　　　　一時金を0.05月引き上げ
　８月７日、人事院は、官民給与の比較方法の見直しを行った上で、月例給３．６２％（１５，０１４円）の引上

げと一時金の支給月数の０．０５月分引上げ等の給与に関する勧告・報告、ならびに公務員人事管理に関する報告

を行いました。



ＨＰ

日教組香川

日教組

なりすまし団体「日教組香川三観地区教職員組合」等にご注意ください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称不使用裁判確定

『教育の議席』 を守る！

　　　　　　      当選 「みずおか俊一」！

    さあ、さらに働き方改革を進めよう！

　７月２０日に投開票された第２７回参議院議員選挙

において、日教組香川、日教組が推薦した「みずおか

俊一」さんが比例代表（立憲民主党）で、見事再選を

果たしました。また、日教組推薦の北海道選挙区の勝

部けんじさん、三重選挙区の小島ともこさんも当選さ

れ、『教育の議席』を守り、さらに増やすことができ

ました。働き方改革の３本の矢『業務削減』『教職員

定数増』『給特法の廃止・抜本的見直し』には国会で

の論議が欠かせません。日教組香川は彼らともに働き

方改革を進めていくために連帯します。

（写真）当選したみずおか俊一さん（左）と古賀ちかげ参議院議員

日教組香川教育研究会 （県教研） ２０２５日教組香川教育研究会 （県教研） ２０２５

組合員以外の方でも

参加できます

沢地　淳（東・大内小)

松岡　弘秋（さ・長尾小)岡本　武史（高・浅野小)

秋山　慎吾（丸・栗熊小）

〔 講師〕
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